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�愛媛県告示第７７８号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２１年６月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７７９号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２１年６月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７８０号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２１年６月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７８１号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５５号の規定による地方卸売市場の開設の許可の内容に変更を生じたので、次のとおり公示する。

平成２１年６月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

農業用道路整備事業 南宇和地区 平成１９年７月１５日

農地保全事業 南宇和地区 平成１９年７月１５日

ほ場整備事業 南宇和地区 平成２０年３月１１日

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２７
年６月
９日

愛媛県
第１１９４
号

魚かす
粉末

魚かす
粉末７
号

窒素全
量７．０
りん酸
全量
６．０

該当無
し

有限会社上田産
業
愛媛県八幡浜市
八代６６４番地４

平成２７
年６月
９日

愛媛県
第１１９５
号

魚かす
粉末

魚かす
粉末８
号

窒素全
量８．０
りん酸
全量
５．０

該当無
し

有限会社上田産
業
愛媛県八幡浜市
八代６６４番地４

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２４
年６月
５日

愛媛県
第１２３６
号

魚廃物
加工肥
料

日振島
漁協魚
廃物加
工肥料

窒素全
量６．０
りん酸
全量
１．５

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
は公定
規格の
通り

日振島漁業協同
組合
愛媛県宇和島市
日振島１６８２番地

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 南宇和地区 平成１８年３月１０日

農業用用排水施設整備事業 南宇和地区 平成１９年７月１５日

許 可 番 号 許可年月日
開 設 者 の 名 称
地 方 卸 売 市 場 の 名 称 変 更 理 由

変 更 前 変 更 後

水市場第５号 昭和４８年２月１０日
西条漁業協同組合
西条漁業協同組合
地方卸売市場

西条市漁業協同組合
西条市漁業協同組合
地方卸売市場

合併

毎週（火・金）曜日発行 第２０７１号 平成２１年６月５日

平成２１年６月５日金曜日 第２０７１号

愛 媛 県 報

５５９
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�愛媛県告示第７８２号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５８条第１項の規定による地方卸売市場における卸売の業務の許可の内容に変更を生じたので、次の

とおり公示する。

平成２１年６月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７８３号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５８条第１項の規定による地方卸売市場における卸売の業務の許可の内容に変更を生じたので、次の

とおり公示する。

平成２１年６月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７８４号
愛媛県卸売市場条例（昭和４７年愛媛県条例第２５号）第８条の規定に基づき、卸売業者から次のとおり卸売の業務を廃止した旨の届出があ

った。

平成２１年６月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７８５号
次のとおり落札者を決定した。

平成２１年６月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７８６号
次のとおり落札者を決定した。

平成２１年６月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許可年月日
卸 売 業 者 の 名 称
卸売の業務を行う地方卸売市場の名称 変 更 理 由

変 更 前 変 更 後

水卸第５号 昭和４８年２月１０日
西条漁業協同組合
西条漁業協同組合
地方卸売市場

西条市漁業協同組合
西条市漁業協同組合
地方卸売市場

合併

許 可 番 号 許可年月日
卸 売 業 者 の 名 称

変 更 理 由
変 更 前 変 更 後

水卸第４６号 平成１７年９月１９日 有限会社太陽魚市場 株式会社八幡浜魚市 改組

廃 止 年 月 日
卸 売 業 者 卸売の業務を行っていた地方卸売市場

の名称
廃 止 し た
取 扱 品 目
の 部 類住 所 又 は 所 在 地 氏 名 又 は 名 称

平成２１年３月３１日 八幡浜市１５２２番地１８ 八幡浜漁業協同組合 八幡浜市水産物地方卸売市場 水産物部

落札に係る物品等又は特定役務の
名称及び数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県総合科学博物館プラネタリウ
ム投影機器更新業務一式

愛媛県教育委員会
事務局管理部生涯
学習課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２１年５月２１日
株式会社五藤光学研究
所
東京都府中市矢崎町四
丁目１６番地

２９６，１００，０００円 一般競争入札 平成２１年４月１０日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

ＩＣ運転免許証作成用消耗品
愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２１年３月３０日
株式会社東芝四国支社
高松市寿町二丁目２番
７号

１３９，８６０円
（単価） 一般競争入札 平成２１年２月１７日

愛 媛 県 報平成２１年６月５日 第２０７１号

５６０



�愛媛県告示第７８７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市小松町第四土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

平成２１年６月５日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 十 亀 義 雄 西条市小松町新屋敷甲７５５番地

〃 塩 出 喜久馬 西条市小松町新屋敷甲６９０番地

〃 原 田 主 税 西条市小松町新屋敷甲３１番地第２

〃 野 嶋 克 哉 西条市小松町新屋敷甲４５９番地

〃 村 上 昭 義 西条市小松町新屋敷甲５７番地

〃 桑 原 好 男 西条市小松町新屋敷甲５６７番地３

〃 平 井 数 馬 西条市小松町新屋敷甲６２６番地１

〃 三 原 正 行 西条市小松町新屋敷甲３４２番地２

〃 安 藤 英 利 西条市氷見丙９８２番地１０

〃 久 米 泰 西条市広江２９１番地

〃 今 井 毅 西条市玉之江３２９番地

監 事 一 色 廣 幸 西条市小松町新屋敷甲１０８番地２

〃 高 橋 宏 幸 西条市氷見乙１４８０番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 十 亀 義 雄 西条市小松町新屋敷甲７５５番地

〃 塩 出 喜久馬 西条市小松町新屋敷甲６９０番地

〃 原 田 主 税 西条市小松町新屋敷甲３１番地第２

〃 野 嶋 克 哉 西条市小松町新屋敷甲４５９番地

〃 村 上 昭 義 西条市小松町新屋敷甲５７番地

〃 黒 川 博 之 西条市氷見乙１１６５番地１

〃 桑 原 好 男 西条市小松町新屋敷甲５６７番地３

〃 平 井 数 馬 西条市小松町新屋敷甲６２６番地１

〃 岡 本 明 一 西条市今在家３６６番地３

〃 首 藤 誠 之 西条市玉之江１４８番地２

〃 青 山 俊 英 西条市小松町新屋敷甲１７８９番地

監 事 一 色 廣 幸 西条市小松町新屋敷甲１０８番地２

〃 高 橋 宏 幸 西条市氷見乙１４８０番地

�������
�愛媛県告示第７８８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市見奈良土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２１年６月５日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�������
�愛媛県告示第７８９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市田窪土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２１年６月５日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第７９０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市牛渕上井手土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２１年６月５日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�������
�愛媛県告示第７９１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市牛渕下井手土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２１年６月５日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�������
�愛媛県告示第７９２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市北野田土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２１年６月５日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�������
�愛媛県告示第７９３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市南野田土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２１年６月５日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�������
�愛媛県告示第７９４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市上村土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２１年６月５日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�������
�愛媛県告示第７９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市上林土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２１年６月５日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�������
�愛媛県告示第７９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市樋口土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２１年６月５日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�������
�愛媛県告示第７９７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市北吉井土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２１年６月５日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�������
�愛媛県告示第７９８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

愛 媛 県 報平成２１年６月５日 第２０７１号

５６１
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公 告

東温市西岡土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２１年６月５日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第７９９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２１年６月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２１年６月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

マンションの売払い

� 売り払う物件の表示

ア 物件番号１

建

物

一棟の建物の表示

建物の名称 代官山エーデルハイム 所 在 東京都渋谷区代官山町２５番地６

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付８階建 床 面 積 ５，５５３．３８�

専有部分の建物の表示

家 屋 番 号 代官山町２５番６の３２ 建物の名称 ３０９

種 類 居 宅 構 造 鉄筋コンクリート造１階建 床 面 積 ３階部分
５１．２１㎡

土

地

所在及び地番 東京都渋谷区代官山町２５番６ 地 目 宅 地 地 積 １，０２２．６０�

敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 １０万分の１，２９６

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般・特－１８）第１９１８号 平成１９年
１月１７日 八幡浜建設� 新地 保彦 八幡浜市五反田１－５６－

１
平成２１年
４月１日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、管工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２０）第１５３１９号 平成２０年
５月３０日 港湾商事� 冨田 勇治 八幡浜市五反田１－５６－

１
平成２１年
４月１日

土木工事業
とび・土工工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１６）第２５４１号 平成１７年
１月７日 山住建設 山住 玄一 西予市宇和町河内４６６－

２
平成２１年
４月１６日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１６）第１０８００号 平成１７年
３月３１日 池上塗装� 池上 明 大洲市菅田町菅田甲８９７ 平成２１年

４月２７日 塗装工事業 建設業の廃止

（般－１９）第１６１０５号 平成１９年
５月１４日 西田建築 西田 達雄 大洲市上須戒甲１４６５－１ 平成２１年

４月２７日

建築工事業、大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（般－１８）第１２５１３号 平成１９年
１月１２日 �南予石州瓦販売 入田 均 宇和島市三間町迫目１０４１

－１１
平成２１年
４月３０日 屋根工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２１年６月５日 第２０７１号

５６２



イ 物件番号２

建

物

一棟の建物の表示

建物の名称 代官山エーデルハイム 所 在 東京都渋谷区代官山町２５番地６

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付８階建 床 面 積 ５，５５３．３８�

専有部分の建物の表示

家 屋 番 号 代官山町２５番６の３３ 建物の名称 ６０３

種 類 居 宅 構 造 鉄筋コンクリート造１階建 床 面 積 ６階部分
４６．８１㎡

土

地

所在及び地番 東京都渋谷区代官山町２５番６ 地 目 宅 地 地 積 １，０２２．６０�

敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 １０万分の１，１８６

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のない者の入

札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２１年６月５日（金）から７月７日（火）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までをい

う。）

イ 提出場所

愛媛県総務部管理局総務管理課財産管理グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２２５５

ウ 提出方法

持参又は郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信

書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの

に限る。以下同じ。）により提出すること。電送による提出は、認めない。

エ 郵送等による提出の取扱い

郵送等による提出の場合は、平成２１年７月７日（火）午後５時１５分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書及び入札参加申込書の交付場所並びに問い合わせ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

物件番号 日時

１ 平成２１年６月２３日（火）午前１０時

２ 平成２１年６月２３日（火）午前１１時

愛 媛 県 報平成２１年６月５日 第２０７１号
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� 場所

売り払う物件の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

物件番号 日時

１ 平成２１年７月３１日（金）午前１０時

２ 平成２１年７月３１日（金）午前１１時

� 入札及び開札の場所

東京都千代田区平河町二丁目６番３号 都道府県会館１１階

愛媛県東京事務所会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代理金融機関

又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う物件の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用

に供されることを知りながら、売り払う物件の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う物件を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う物件を暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であ

ることが指定されているものの事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り払う

物件の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う物件を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２１年６月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２１年５月２５日 特定非営利活動法人
えがおの会 澤 田 真 生 松山市南久米町７３番地２ この法人は地域、在宅で生活していく中で相談、

援助が必要な地域の高齢者、認知症高齢者、障
害者、子供やその家族に対して介護保険事業、
障害者自立支援法に基づく事業、育児支援事業、
各種ボランティア、講演会等を行うことにより、
一人が変われば地域は変わるとの理念のもと、
人の為、地域の為、社会の為に役立つ行動をし
て地域住民が支え合って安心して自分らしく幸
せに暮らしていけれるような地域社会づくりと
福祉の増進の発展に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２１年６月５日 第２０７１号
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公安委員会訓令

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成２１年５月２６日あったので公表する。

平成２１年６月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 ２００９年度夏季一時金その他に関する事項

２ 日時 ２００９年６月６日正午より本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

財団法人 真光会 松山市南高井１４９１

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独又

は併用して実施する。

�愛媛県公安委員会訓令第４号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２１年６月５日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 生活環境課長

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 生活環境課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

銃砲刀剣類所持

等取締法

１～１０ 省略

１１ 第２９条第１項の規定による申出の受理

１２ 第２９条第２項の規定による調査及び措

置

銃砲刀剣類所持

等取締法

１～１０ 省略

省略 省略

�～� 省略

別表３（第４条関係）

警察署長の専決事項

�～� 省略

別表３（第４条関係）

警察署長の専決事項

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

銃砲刀剣類所持

等取締法

１～２３ 省略

２４ 第８条第９項（第８条の２第４項、第９

条の８第５項、第９条の１２第４項、第１１

条第１０項、第１１条の２第６項、第２４条の

２第８項及び第２７条第３項において準用

する場合を含む。）の規定による仮領置した

銃砲又は刀剣類の売却又は廃棄処分

２５ 第８条第１０項（第８条の２第４項、第９

条の８第５項、第９条の１２第４項、第１１

条第１０項、第１１条の２第６項、第２４条の

２第８項及び第２７条第３項において準用

する場合を含む。）の規定による仮領置した

銃砲又は刀剣類の売却代金の交付

銃砲刀剣類所持

等取締法

１～２３ 省略

２４ 第８条第９項（第８条の２第４項、第９

条の８第５項、第９条の１２第４項、第１１

条第１０項、第１１条の２第５項、第２４条の

２第８項及び第２７条第３項において準用

する場合を含む。）の規定による仮領置した

銃砲又は刀剣類の売却又は廃棄処分

２５ 第８条第１０項（第８条の２第４項、第９

条の８第５項、第９条の１２第４項、第１１

条第１０項、第１１条の２第５項、第２４条の

２第８項及び第２７条第３項において準用

する場合を含む。）の規定による仮領置した

銃砲又は刀剣類の売却代金の交付

愛 媛 県 報平成２１年６月５日 第２０７１号
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雑 報

２６～４６ 省略

４７ 第１１条の２第１項、第２項及び第３項の

規定によるけん銃部品の提出命令及び仮領

置

４８ 第１１条の２第４項の規定による仮領置

したけん銃部品の返還申請の受理及び返還

４９ 第１１条の２第５項の規定による仮領置

したけん銃部品の返還

５０ 第１２条の３の規定による報告徴収及び

受診命令

５１ 第１３条の２の規定による公務所等への

照会

５２ 第１３条の３第１項の規定による調査を

行う間における銃砲又は刀剣類の提出命令

及び保管

５３ 第１３条の３第２項の規定による銃砲又

は刀剣類の返還

５４ 第１３条の３第３項の規定によるけん銃

部品の提出命令及び保管

５５ 第１３条の３第４項の規定によるけん銃

部品の返還

５６ 第１３条の４の規定による都道府県公安

委員会の間の連絡

５７ 省略

５８ 省略

５９ 省略

６０ 省略

６１ 省略

６２ 省略

６３ 省略

６４ 省略

６５ 第２９条第１項の規定による申出の受理

６６ 第２９条第２項の規定による調査及び措

置

２６～４６ 省略

４７ 第１１条の２第１項及び第２項 の

規定によるけん銃部品の提出命令及び仮領

置

４８ 第１１条の２第３項の規定による仮領置

したけん銃部品の返還申請の受理及び返還

４９ 第１１条の２第４項の規定による仮領置

したけん銃部品の返還

５０ 第１３条の２の規定による都道府県公安

委員会の間の連絡

５１ 省略

５２ 省略

５３ 省略

５４ 省略

５５ 省略

５６ 省略

５７ 省略

５８ 省略

省略 省略

銃砲刀剣類所持

等取締法施行細

則（昭和５３年愛

媛県公安委員会

規則第６号）

１ 第２条第２項の規定による許可の期間の

指定

銃砲刀剣類所持

等取締法施行細

則（昭和５３年愛

媛県公安委員会

規則第６号）

第１条第２項の規定による許可の期間の

指定

省略 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成２１年５月２７日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。

平成２１年６月５日

愛媛県収用委員会
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会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

県道岩城弓削線道路改築工事（上島架橋事業・愛媛県越智郡上島町生名地内）

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県越
智郡上島
町生名

不明。た
だし、次
の全部又
は一部

山林
雑種地
畑

３６，７１２．７２
ただし、
各筆毎の
面積は不
明。

９５１．１８
ただし、各筆
毎の面積は不
明。

別記のとおり

５６番 畑 ２，３５０ ─── ─── ──────

５７番 山林 １８，８５２ ─── ─── ──────

５８番 山林 ７，２８２ ─── ─── ──────

５９番 山林 ５，２５２ ─── ─── ──────

６０番 畑 ２６７ ─── ─── ──────

６１番 畑 １，２９９ ─── ─── ──────

６２番 畑 ３２３ ─── ─── ──────

別記

不明。ただし、次の者の全部又は一部。
愛媛県越智郡上島町生名５６番及び同６２番の登記名義人 亡金城タネ子 法定相続人

愛媛県越智郡上島町生名６８５番地 池 本 慶 子
愛媛県越智郡上島町生名５７番及び同５８番の登記名義人 亡山本國市 法定相続人

大阪府門真市大字三ツ島１７６番地の３ 井 上 冨美子
愛媛県越智郡上島町生名６１番の登記名義人

愛媛県越智郡上島町生名４２９番地 濱 田 伸 一
愛媛県越智郡上島町生名５９番の登記名義人

愛媛県越智郡上島町生名７３番地 濱 田 光
愛媛県越智郡上島町生名６０番の登記名義人 亡村上武次平 法定相続人

広島県福山市神村町８５０番地１ 持分１６分の１ 田 中 富 造
広島県尾道市因島田熊町１０９８番地２ 持分１６分の１ 田 中 治 子
広島県尾道市因島田熊町１０９９番地 持分１６分の１ 山 口 博 子
愛媛県今治市唐子台東１丁目６番地１０ 持分６４分の１ � 井 淳 子
広島県尾道市因島田熊町１５番地１８ 持分６４分の１ 岡 野 育 郎
広島県尾道市因島田熊町１０８３番地 持分６４分の１ 岡 野 孝 治
東京都多摩市鶴牧４丁目５番地 １－１０２ 持分６４分の１ 長 光 清 子
兵庫県神戸市東灘区甲南町４丁目１６番１１号 持分３０分の１ 村 上 佳 子
広島県尾道市因島土生町１９７８番地１ 持分３０分の１ 片 島 幸 子
埼玉県越谷市大字下間久里５５４番地４ 持分１８０分の１１ 堀 勝子
広島県尾道市因島土生町１９７８番地１１ 持分１８０分の１１ 円福寺 二三子
兵庫県西宮市北六甲台５丁目１５番１０号 持分３６分の１ 中 村 穗
神奈川県横浜市港南区芹が谷一丁目１１番３－２０２号 持分６０分の１ � 橋 由 美
千葉県東金市季美の森東１丁目１４番地１ 持分６０分の１ 堀 内 麻 里
広島県尾道市向島町８９８４番地 持分３２分の１ � 原 敏 子
大阪府高槻市富田丘町１７番４号 持分６４分の１ 大 谷 �代子
広島県三原市八幡町垣内５４８番地 持分３２分の１ 橋 澤 茂 子
広島県尾道市向島町８９８４番地 持分３２分の１ 大 谷 朋 江
広島県尾道市因島田熊町１１７６番地２ 持分６４分の１ 近 藤 磐 根
熊本県玉名市岱明町上１１１１番地３０ 持分３２分の１ 森 本 靖 子
愛媛県越智郡上島町弓削下弓削４６８番地 持分３２分の１ 大 谷 巧
大阪府高槻市富田丘町１７番４号 持分６４分の１ 大 谷 篤
広島県尾道市因島田熊町１２４２番地１ 持分６４分の１ 大 谷 光 司
広島県尾道市向東町３５１１番地９ 持分６４分の１ 大 谷 欣 吾
福岡県福岡市早良区原８丁目２１番６号 持分１９２分の１ 近 藤 総 平
埼玉県川口市戸塚１丁目１３番２９－６０７号 ライオンズ東川口グレーステラス 持分１９２分の１ 近 藤 公 平
大阪府大阪市淀川区加島２丁目２番４０号 持分１９２分の１ 渡 邉 雅 子
愛媛県今治市中浜町２丁目２番地の１ 持分３６分の１ 村 上 スヅ子
愛媛県今治市延喜甲７３０番地の７ 持分１２分の１ 村 上 正 昭
千葉県千葉市稲毛区小仲台８丁目２３番８号 持分１２分の１ 村 上 � 三
兵庫県神戸市垂水区桃山台２丁目１５番地の３ 持分３６分の１ 村 上 直 樹
東京都目黒区八雲２丁目２３番１０号 持分３６分の１ 村 上 貴 史
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